
令和4年度吉野ネットワーク交流事業
助成金受領に際しての誓約書


以下のチェック（☑）を入れた事項に同意します。

	☐　2022年3月末日までに、助成対象となった活動の中間報告書を提出します。
☐　2023年10月末日までに、助成対象となった活動の成果報告サマリーを、所定の執筆要綱に従って提出します。
☐　吉野作造記念館の館報、ニューズレター等で行う事業紹介に応じます（個人名を含む）。
☐　助成金の原資が大崎市民による税金であることを理解し、助成金を適切に使用します。助成金の使途は助成対象となった活動に直接に資するものとし、人件費、所属機関の一般経費、また飲食に関する費用には用いません。
☐　当初の活動計画を大きく変更せざるを得なくなった場合（中止を含む）、ただちに吉野作造記念館の事務局担当者に報告、相談します。また、応募者（グループの場合は代表者）の所属、連絡先等が変わった場合は速やかに申し出ます。
☐　助成対象となった活動が行われなかった、応募者の義務が守られなかったといった理由で吉野作造記念館から助成金の返還を求められた場合は、その指示に従います。
☐　その他、活動にあたっては法令その他の社会規範・研究倫理を遵守します。
☐　以上の誓約の履行について、応募する個人（グループの場合、その代表者）が責任を負います。



· すべての項目にチェックを入れていただけない場合、助成金を支払うことができません。

年　 　月　 　日
氏名（自筆）　　　　　　　　　　　　　　

